
　
　
　
　
　
太
政
官
札
価
他
安
定
方
案
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
　
　
田
　
　
俊
　
平

　
　
　
　
　
　
　
一

　
明
治
元
年
関
四
月
に
商
法
司
ｌ
商
法
会
所
の
機
構
が
明
治
政
府
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
さ
ら
に
明
治
二
年
三
月
に
は
商
法
司
を
廃

止
し
て
、
通
商
司
ｌ
為
替
会
社
・
通
商
会
社
機
構
に
改
革
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
的
変
革
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
明
治
維
新
に
よ
る
政

治
的
社
会
的
変
革
の
結
果
、
混
乱
を
き
た
し
た
従
来
の
封
建
社
会
的
商
品
流
通
組
織
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
全
国
的
な
商
品
流
通

機
構
を
形
成
し
、
さ
ら
に
外
国
貿
易
機
構
を
発
展
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
経
済
制
度
の
形
成
・
改
革
の
目
的
と
な
っ
た
、
商
品
流
通
に
関
す
る
全
国
的
機
構
の
確
立
に
必
要
な
条
件
と
し
て
と
り

あ
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
太
政
官
札
の
発
行
に
よ
る
資
金
供
給
政
策
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
勧
業
貸
付
と
い
わ
れ
た
資
金

供
給
政
策
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
太
政
官
札
は
、
十
分
な
社
会
的
信
認
を
得
る
に
至
ら
ず
、
そ
の
流
通
性
は
限
定
さ
れ
購
買
力
は
低
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落
し
て
、
商
品
流
通
の
発
展
に
対
し
て
は
却
っ
て
障
碍
と
な
る
状
態
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
明
治
元
年
十
二
月
四
日
明
治
政
府
は
太
政
官
札
時
価
通
用
令
を
布
告
し
、
同
月
二
十
四
日
租
税
上
納
に
つ
い
て
は
金
百
両
に
紙
幣

百
弐
拾
両
の
相
場
を
公
定
す
る
こ
と
を
、
ま
ず
伊
豆
国
お
よ
び
関
東
諸
県
に
通
達
し
た
。
さ
ら
に
二
年
二
月
十
二
日
に
は
政
費
の
支

出
は
一
ケ
月
中
旬
十
日
間
の
平
均
相
場
に
よ
っ
て
紙
幣
を
も
っ
て
行
い
、
租
税
納
付
分
の
紙
幣
換
算
は
時
々
評
議
の
上
決
定
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
帥

こ
と
を
布
告
し
た
。
し
か
る
に
同
月
二
十
八
日
に
は
地
域
に
よ
り
紙
幣
相
場
が
相
違
す
る
た
め
、
右
の
方
策
は
不
適
切
で
あ
る
と
い

う
理
由
に
も
と
づ
い
て
、
財
政
収
支
は
す
べ
て
正
金
百
両
に
付
紙
幣
百
弐
拾
両
の
相
場
を
定
率
と
す
べ
き
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
明
治
政
府
は
太
政
官
札
の
価
他
低
下
を
防
止
す
る
方
策
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
太
政
官
札
の
市
中
相
場
を

容
認
し
な
が
ら
、
減
価
し
た
点
に
お
い
て
法
定
相
場
を
決
定
し
、
太
政
官
札
の
流
通
性
を
拡
大
す
る
こ
と
に
努
力
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
紙
幣
政
策
は
太
政
官
札
に
つ
い
て
市
中
相
場
と
法
定
相
場
を
立
て
る
結
果
と
な
り
、
価
格
体
系
の
混
乱

を
益
々
激
し
く
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
二
年
三
月
出
納
司
の
東
京
支
署
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
、
む
し
ろ

時
価
に
し
た
が
っ
て
流
通
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
建
言
し
て
い
る
。

　
　
「
東
京
府
下
近
日
楮
幣
ノ
時
価
殊
ニ
低
下
シ
金
一
両
Ｊ
七
万
匁
ヲ
以
テ
銀
四
十
匁
或
ハ
三
十
四
゜
五
匁
ニ
当
ツ
ヽ
之
ヲ
楮
幣
一
百

　
二
十
両
ノ
定
価
二
比
較
ス
レ
ハ
幾
許
ノ
分
差
ヲ
見
ル
有
リ
、
蓋
シ
各
衙
署
ノ
用
度
物
品
ヲ
商
賈
ョ
リ
購
買
ス
ル
ヤ
商
賈
ノ
調
進
ス

　
ル
物
品
ノ
価
直
ハ
間
差
額
二
心
シ
之
ヲ
増
加
シ
テ
以
テ
販
鬻
ス
可
キ
ュ
由
り
復
タ
損
失
ヲ
受
ケ
サ
ル
モ
、
堤
防
営
繕
等
ノ
如
キ
ハ

　
前
日
ハ
金
貨
ヲ
以
テ
予
算
シ
、
今
日
ハ
楮
幣
ノ
定
価
ヲ
以
テ
発
支
ス
、
人
民
是
カ
為
メ
ニ
損
失
ヲ
被
フ
ル
少
小
ナ
ラ
ス
、
官
吏
ノ

　
月
給
金
及
ヒ
資
費
金
ヲ
以
テ
家
計
ヲ
支
弁
ス
ル
者
ノ
如
キ
其
ノ
領
受
ス
ル
楮
幣
八
時
価
ノ
低
下
セ
ル
為
メ
ニ
定
額
金
貨
ノ
実
数
ニ
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当
ラ
ス
、
然
ル
モ
是
レ
唯
タ
ー
家
一
身
ノ
豊
約
二
係
ル
ノ
ミ
、
敢
テ
大
二
顧
慮
ス
ル
ニ
足
ラ
ス
、
然
リ
ト
雖
モ
到
底
今
日
ノ
楮
幣

　
ノ
時
価
八
二
割
皿
バ
心
或
八
二
割
五
分
ヲ
低
減
ス
ル
ニ
由
り
人
民
ノ
困
苦
頗
ル
甚
シ
ク
、
加
之
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
官
員
ノ
旅
費
金
ハ
行

　
役
ノ
地
方
二
於
テ
之
ヲ
支
消
ス
ル
ニ
因
り
損
耗
尤
モ
多
シ
ト
ス
、
荷
モ
楮
幣
二
時
価
ヲ
立
テ
サ
レ
ハ
則
チ
已
ム
、
業
已
二
時
価
ヲ

　
立
ル
ヲ
許
シ
、
而
シ
テ
民
間
ノ
通
用
ス
ル
所
ト
官
府
ノ
支
出
ス
ル
所
ト
其
ノ
価
格
ヲ
ニ
ニ
ス
ル
ハ
公
平
ノ
施
為
二
非
ス
、
我
官
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
二
審
議
シ
テ
一
定
ノ
方
法
ヲ
設
立
ス
ヘ
シ
ト
雖
モ
、
東
京
ノ
出
納
会
計
ハ
請
フ
姑
ク
従
前
二
因
仍
シ
市
中
ノ
時
価
二
照
算
セ
ソ
Ｌ

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
明
治
二
年
二
月
に
決
定
し
た
太
政
官
札
の
法
定
相
場
は
、
三
月
に
は
す
で
に
市
中
相
場
と
乖
離
し
、
二
つ
の
紙

幣
相
場
が
存
在
す
る
状
態
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
、
さ
ら
に
価
格
体
系
を
混
乱
せ
し
め
る
に
至
っ
て
、
特
に
官
吏
の
俸
給
・
旅
費
あ

る
い
は
そ
の
他
の
賃
銀
受
領
者
の
実
質
所
得
を
低
減
せ
し
め
る
弊
害
を
生
じ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
出
納
司
東
京
支

署
は
、
太
政
官
札
を
市
中
相
場
に
応
じ
て
支
出
す
る
以
外
に
、
こ
の
弊
害
を
回
避
す
る
力
法
の
な
い
事
情
に
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い

る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
三
月
二
十
日
会
計
官
は
既
定
の
堤
防
営
繕
等
の
土
木
費
用
に
紙
幣
を
支
出
す
る
場
合
、
市
中
相
場
に
し
た
が

っ
て
換
算
す
べ
き
こ
と
を
太
政
官
に
稟
議
し
て
そ
の
裁
可
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

　
明
治
二
年
三
月
付
の
相
良
偆
斎
の
上
書
に
も
、
銅
銭
と
太
政
官
札
の
価
値
に
間
差
を
生
じ
て
い
る
状
態
を
述
べ
、
太
政
官
札
の
銅

銭
に
対
す
る
価
値
を
二
割
低
下
す
る
こ
と
を
公
認
す
べ
き
で
あ
る
と
建
議
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
「
即
今
ノ
形
勢
見
聞
仕
候
処
、
貨
幣
ノ
不
定
物
価
ノ
貴
騰
月
ニ
新
日
々
ニ
新
ニ
シ
不
可
言
、
銅
銭
所
々
ニ
テ
相
対
通
用
仕
候
、
匹
皿

　
づ
心
八
八
皿
皿
拶
『
こ
緊
一
心
拾
御
布
告
之
通
り
通
用
仕
候
者
武
家
ノ
ミ
ニ
御
座
候
ヽ
尤
三
都
之
儀
者
御
告
之
通
り
相
守
候
得
共
ヽ

　
乍
恐
於
都
府
楮
幣
ト
銅
銭
ノ
相
場
高
下
有
之
候
段
不
可
然
ト
奉
存
候
、
従

　
天
朝
被
　
仰
出
候
貨
幣
奸
商
共
私
二
相
場
相
立
高
下
相
定
候
儀
、
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天
朝
奉
侮
所
業
言
語
同
断
ノ
御
儀
ト
奉
存
候
、

　
　
外
国
人
贋
楮
幣
数
多
出
シ
候
二
付
、
追
テ
楮
幣
通
用
御
廃
止
杯
ノ
流
言
シ
、
貨
幣
ヲ
以
博
奕
同
様
ノ
相
場
ヲ
ナ
シ
家
業
ヲ
廃
ス

　
　
輩
有
之
由
、
右
等
ノ
輩
ヲ
罰
シ
両
替
屋
ヲ
廃
ス
ト
キ
ハ
貨
幣
公
平
ニ
ナ
リ
テ
万
民
惑
乱
ス
ル
コ
ト
無
ル
ヘ
シ
、
甚
シ
キ
ュ
至
テ

　
　
ハ
外
夷
共
相
場
ヲ
定
メ
、
ト
ル
銀
七
匁
二
分
ニ
テ
銀
五
十
二
匁
通
用
シ
、
是
ヲ
我
一
・
分
銀
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
同
目
方
今
三
分
ニ
テ

　
　
四
十
五
匁
ノ
通
用
ト
ナ
ル
故
ニ
、
外
国
人
是
ヲ
買
ト
リ
テ
ト
ル
銀
ト
シ
五
十
二
匁
ノ
通
用
ナ
セ
リ
歎
セ
ス
ソ
ハ
ア
ラ
ス

　
尤
米
穀
諸
品
ハ
年
ノ
豊
凶
二
随
ヘ
高
下
御
座
候
得
共
ヽ
貨
幣
二
豊
凶
無
御
座
候
間
断
然
御
決
定
被
為
在
ヽ
宍
四
に
づ
皿
ご
四
八
両

　
通
用
被
　
他
出
候
様
被
遊
度
奉
存
候
、
猶
商
法
ノ
道
ヲ
相
開
諸
物
価
公
平
語
民
救
助
ノ
儀
、
冨
国
強
兵
民
心
論
二
認
置
候
間
御
尋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
御
座
候
者
可
奉
中
上
候
」

　
こ
の
よ
う
に
太
政
官
札
の
価
値
は
低
落
を
続
け
物
価
騰
貴
を
も
た
ら
し
て
、
経
済
的
安
定
を
阻
害
す
る
状
態
を
醸
成
し
つ
つ
あ
っ

た
が
、
明
治
政
府
は
こ
の
太
政
官
札
を
財
政
支
出
に
利
用
し
、
そ
の
流
通
性
を
拡
大
す
る
た
め
に
政
府
自
体
も
そ
の
市
中
相
場
に
順

応
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
太
政
官
札
に
対
す
る
社
会
的
信
認
の
其
礎
を
益
恋
薄
弱
な
も
の
に
す
る
状
態
を
生
み
出

す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
通
貨
事
情
の
下
に
お
い
て
、
会
計
官
出
納
司
自
体
が
ど
の
よ
う
な
財
政
資
金
の
支
出
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
「
大
隈
文
書
」
に
保
存
さ
れ
て
い
る
横
浜
出
張
出
納
司
の
「
巳
二
月
中
勘
定
帳
」
に
よ
っ
て
政
費
支
払
の
実
態
の
一
部
を
見
て

も
、
次
の
よ
う
な
混
乱
状
態
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
入
金
合
計
金
一
九
五
、
七
〇
三
両
二
分
三
朱
、
金
札
九
〇
、
〇
〇
〇
河
、
洋
銀
二
三
五
、
四
回
入
校
二
分
五
毛
五
才
、
銭
一
一
〇

貫
二
二
八
文
に
対
し
て
、
支
出
の
部
に
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

　
　
「
巳
二
月
七
日

　
如
金
弐
拾
三
両
三
分

　
疆
　
永
八
拾
七
文
九
分
之
代
　
　
　
　
　
　
　
平
均
札
相
場
三
拾
七
匁
八
分
四
厘
余

　
一
金
札
三
拾
七
両
弐
朱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
浜
包
座
二
月
中
諸
入
用

　
　
銭
四
貫
八
百
三
拾
三
文

　
二
月
九
日

　
如
　
金
弐
百
参
拾
四
両
壱
分

　
疆
　
永
弐
拾
文
五
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
札
相
場
四
拾
壱
匁
八
分
替
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一
金
札
三
百
三
拾
六
両
壱
分
　
　
　
　
　
　
　
包
座
出
張
所
破
損
井
畳
建
具

　
銭
八
拾
七
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銅
印
其
外
小
買
物
口
々

二
月
十
三
日

前
　
金
八
百
拾
四
両

渚
　
永
六
拾
弐
文
五
分
　
　
　
　
　
　
　
札
相
場
四
拾
壱
匁
七
分
替

一
金
札
千
百
七
后
壱
両
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燈
明
船
製
造
井
ソ
ン
ラ
イ
ス
船
模
様
替
二
付

　
銭
弐
貫
三
百
三
拾
七
文
　
　
　
　
　
　
　
　
材
木
大
工
木
挽
鍛
治
人
足
賛

同
日

前
　
金
百
三
拾
五
両
三
分
弐
朱

渚
　
銭
五
百
八
拾
弐
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
札
相
場
四
拾
弐
匁
三
分
替

一
金
札
百
九
后
壱
両
三
分
壱
朱
　
　
　
　
　
　
長
谷
三
郎
兵
衛
去
辰
十
二
月
よ
り
已

　
銭
弐
百
拾
弐
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
月
中
都
合
三
ケ
度
横
浜
出
張
道
中
手
当
井
旅
籠
代
人
足
賛
共

二
月
十
五
日

り皿
　
金
四
拾
六
両
弐
朱
之
代
　
　
　
　
　
　
　
札
相
場
四
拾
弐
匁
五
分
替

ぐ

　
一
金
弐
拾
三
両
壱
朱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燈
明
台
調
役
早
坂
庄
次
郎
去
辰
十
二
月
十
九
日

金
札
三
拾
弐
両
弐
分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
り
正
月
晦
日
迄
日
数
回
拾
壱
日
分
上
下
三
人

銭
六
百
四
拾
五
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旅
籠
代
壱
分
弐
朱
宛
之
割
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二
月
十
八
日

　
匹
洋
銀
九
百
七
拾
八
枚
之
代
　
　
　
　
相
場
詣
龍
詰
府
替

　
ぐ
　
一
金
札
千
三
百
六
拾
両
壱
分
　
　
　
　
　
　
　
燈
明
台
製
造
所
普
請
家
作

　
　
銭
弐
百
八
十
四
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
請
負
高
之
内
渡

　
二
月
廿
二
日

　
り
　
皿
　
金
三
拾
六
両
之
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
札
相
場
四
拾
匁
六
分

　
ぐ
　
一
金
札
五
拾
三
両
三
朱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
燈
明
台
船
製
造
二
付
材
木
御
買
上
代

　
　
銭
百
七
文

　
二
月
廿
七
日

　
匹
洋
銀
五
百
枚
之
代
　
　
　
　
　
　
相
場
匹
賢
訃
賜
分
替

　
ぐ
　
一
金
札
七
百
弐
拾
五
両
三
分
　
　
　
　
　
　
　
燈
明
台
横
浜
弁
天
製
造
所
普
請
請
負

　
　
銭
六
百
八
拾
九
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
之
内
相
渡
候
分
Ｌ

　
右
に
摘
記
し
た
よ
う
に
、
建
設
、
営
繕
費
、
其
他
諸
経
費
は
、
ま
ず
金
あ
る
い
は
洋
銀
に
よ
っ
て
支
出
金
額
が
決
定
さ
れ
る
が
、

支
払
に
当
っ
て
は
三
〇
％
乃
至
三
五
％
下
落
し
て
い
る
紙
幣
相
場
に
し
た
が
っ
て
換
算
し
た
太
政
官
札
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
給
料
旅
費
等
は
金
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
た
支
出
額
の
半
額
を
正
金
に
よ
り
、
残
余
の
半
額
を
紙
幣
相
場
に
よ
り
換
算
し
た

太
政
官
札
を
も
っ
て
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
支
払
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

明
治
政
府
は
価
格
体
系
の
混
乱
を
招
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
太
致
官
札
の
流
通
性
増
進
に
関
し
て
強
行
的
な
方
針
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
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い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
方
に
お
い
て
、
外
国
人
に
対
し
て
は
洋
銀
あ
る
い
は
正
金
を
も

っ
て
支
払
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
対
外
支
払
に
必
要
な
洋
銀
獲
得
の
た
め
に
多
額
の
正
金
を
支
出
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
例
え
ば
同
勘
定
帳
に
次
の
よ
う
な
支
出
項
目
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
二
月
廿
五
日

　
一
洋
銀
三
千
六
百
壱
枚
弐
分
　
　
　
　
　
　
　
燈
明
台
ソ
ン
ラ
イ
ス
船
将
已
下
給
料
其
外
諸
入
用

　
同
日

　
一
金
八
拾
七
両
弐
分
弐
朱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
同
断
水
主
給
料

　
　
銭
三
百
六
拾
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
こ
の
勘
定
帳
の
支
出
合
計
は
金
一
七
六
、
七
二
九
両
弐
分
、
金
札
二
四
、
三
四
目
両
三
分
二
朱
、
洋
銀
二
二
五
、
四
二
九
枚
○
三
、

銭
ニ
ハ
貫
八
七
三
文
と
な
っ
て
お
り
、
正
金
支
出
額
の
中
一
七
四
、
二
五
四
両
三
分
三
朱
は
、
洋
銀
買
入
れ
資
金
と
し
て
支
出
さ

れ
、
洋
銀
支
出
額
の
中
二
〇
一
、
五
二
七
枚
八
三
は
外
国
商
社
へ
質
入
の
地
金
銀
を
引
取
る
た
め
の
代
り
金
と
し
て
支
出
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
太
政
官
札
流
通
強
行
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
明
治
二
年
二
月
の
会
計
官
出
納
司
に
よ
る
支
出
を
見
る
と
、
そ
の
大
部
分
は
、
正
金
お
よ
び
洋
銀
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お

り
、
出
納
司
は
洋
銀
の
獲
得
、
地
金
銀
の
確
保
と
い
う
正
貨
基
準
の
業
務
を
主
体
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

太
政
官
札
に
よ
る
支
出
は
、
は
る
か
に
小
額
の
給
料
、
旅
費
の
一
部
あ
る
い
は
建
築
営
繕
費
等
の
費
目
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
年
中
の
「
横
浜
出
張
通
商
司
出
納
勘
定
取
調
書
Ｌ
に
よ
っ
て
も
ヽ
収
入
合
計
金
一
ヽ
二
九
二
ヽ
五
二
三
周
二
朱
ヽ
永
八
七
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○
文
九
分
、
洋
銀
七
九
六
、
五
三
六
枚
八
二
で
あ
っ
て
、
こ
の
中
正
金
の
大
部
分
は
大
阪
、
京
都
の
出
納
司
よ
り
廻
付
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
洋
銀
の
殆
ん
ど
は
邦
銀
あ
る
い
は
地
金
銀
引
当
に
外
国
商
社
よ
り
借
入
れ
た
も
の
あ
る
い
は
買
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
支
出
合
計
は
金
八
七
〇
、
七
八
二
両
三
朱
、
永
六
一
文
三
分
、
洋
銀
六
三
二
、
七
三
大
枚
大
八
で
あ
っ
て
、
正
金
支
出
の
大
部
分

は
洋
銀
買
入
代
金
あ
る
い
は
洋
銀
借
入
引
当
の
も
の
で
あ
り
、
洋
銀
支
出
は
借
入
分
の
返
済
あ
る
い
は
一
分
銀
一
朱
銀
等
の
銀
貨
と

の
交
換
分
で
あ
る
。
し
か
も
小
額
の
雑
費
も
ま
た
正
貨
に
よ
っ
て
支
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
年
六
月
以
降
通
商
司
は
為

替
会
社
設
立
に
あ
た
っ
て
巨
額
の
太
政
官
札
を
融
資
し
て
為
替
会
社
・
通
商
会
社
を
通
じ
て
太
政
官
札
の
流
通
を
は
か
っ
た
の
で
あ

る
が
、
明
治
二
年
中
の
横
浜
出
張
通
商
司
の
業
務
は
洋
銀
と
わ
が
国
の
金
銀
貨
幣
と
の
交
換
に
よ
る
貿
易
通
貨
の
獲
得
、
貿
易
金
融

の
整
備
に
重
点
を
お
い
て
お
り
、
太
政
官
札
の
流
通
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
政
策
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
右
の
勘
定
書
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
圓

っ
て
察
知
で
き
る
の
で
あ
る
。
明
治
二
年
八
月
付
横
浜
通
商
司
の
「
銀
買
入
勘
定
帳
Ｌ
に
よ
っ
て
も
、
六
月
二
十
大
日
以
後
八
月
十

一
日
ま
で
の
間
に
古
壱
分
銀
・
壱
朱
銀
あ
る
い
は
金
銀
塊
を
引
当
に
し
て
、
五
七
万
弗
に
達
ず
る
洋
銀
を
和
蘭
五
番
タ
ツ
ク
商
会
そ

の
他
か
ら
借
入
れ
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
通
商
司
が
対
外
支
払
手
段
と
し
て
の
洋
銀
の
確
保
に

非
常
な
努
力
を
つ
く
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
為
替
会
社
に
対
し
て
多
額
の
太
政
官
札
を
融
資
し

て
流
通
手
段
と
し
て
の
使
用
拡
大
を
は
か
り
、
ま
た
出
納
司
は
時
価
通
用
を
容
認
し
て
太
政
官
札
に
よ
る
財
政
支
出
を
拡
張
し
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
府
機
関
自
体
が
紙
幣
相
場
を
公
認
し
な
が
ら
正
貨
と
紙
幣
の
混
用
を
行
い
、
し
か
も
太
政
官
札
の
流
通
を
強
行

せ
ね
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
の
根
本
的
原
因
は
、
財
政
的
基
礎
の
薄
弱
な
維
新
政
府
が
政
治
的
・
社
会
的
改
革
、
全
国
的

経
済
組
織
形
成
等
、
封
建
的
社
会
か
ら
離
脱
す
る
諸
政
策
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
多
額
の
資
金
を
政
府
紙
幣
に
よ
っ
て
賄
わ
ね

－---･･25一一一一



ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
そ
の
政
府
紙
幣
に
対
す
る
社
会
的
信
認
は
十
分
に
確
保
さ
れ
ず
、
そ
の
流

通
性
が
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
政
府
を
し
て
太
政
官
札
の
流
通
に
つ
い
て
強
制
的
方
策
を
と
ら
し
め
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

　
明
治
政
府
が
遂
行
し
て
い
る
正
貨
吸
収
政
策
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
太
政
官
札
投
入
政
策
は
益
々
太
政
官
札
の
価
値
を
不
安
定
な

も
の
と
し
、
却
っ
て
経
済
流
通
を
混
乱
せ
し
め
る
組
果
を
招
く
に
至
る
も
の
で
あ
る
。
勧
商
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
商
法
司
ｌ
商

法
会
所
制
度
が
商
品
流
通
発
展
に
つ
い
て
十
分
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
の
一
部
も
、
こ
の
よ
う
な
不
安
定

通
貨
の
貸
付
を
強
行
す
る
方
策
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
に
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
正
貨
と
紙
幣
の
混
用
に

よ
る
価
格
体
系
混
乱
の
状
態
に
対
す
る
通
貨
政
策
と
し
て
、
太
政
官
札
の
流
通
性
を
拡
す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
国
内
経
済
に
お
け

る
通
貨
構
成
を
紙
幣
本
位
に
統
一
し
、
正
貨
の
流
通
を
停
止
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
現
わ
れ
る
の
も
当
然
の
思
考
経
路
で
あ

ろ
う
。

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
出
納
司
が
明
治
二
年
三
月
十
三
日
、
政
府
紙
幣
の
流
通
性
を
拡
大
す
る
た
め
に
は
正
貨
に
よ
る
支
払
を
禁

止
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、

　
「
新
貨
幣
ノ
鋳
造
ヲ
議
決
シ
政
府
ョ
リ
真
貨
ヲ
支
出
セ
サ
ル
可
キ
ヲ
発
令
シ
タ
リ
ト
誰
そ
、
人
民
多
ク
ハ
楮
幣
ヲ
信
貴
セ
ス
、
故

　
ヲ
以
テ
政
府
ノ
真
貨
ノ
支
出
ヲ
停
止
セ
ル
ヲ
人
民
二
普
知
セ
シ
メ
ハ
則
チ
却
テ
楮
幣
ノ
流
通
ヲ
資
助
セ
ソ
」

と
太
政
官
に
建
議
し
て
、

　
「
新
二
貨
幣
ヲ
鋳
造
シ
テ
、
発
行
ス
ル
ノ
官
議
已
二
決
セ
リ
、
故
二
朝
廷
ノ
度
支
ハ
ー
切
二
楮
幣
ヲ
以
テ
ツ
決
シ
テ
金
貨
ヲ
以
テ

　
セ
ス
、
各
宮
司
府
モ
交
タ
宜
ク
之
二
準
ス
ヘ
シ
、
然
ル
ニ
聞
ク
各
官
司
府
或
ハ
楮
幣
ヲ
金
貨
二
兌
換
シ
テ
支
発
ス
ル
有
リ
ト
、
自
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今
以
後
ハ
外
国
人
二
交
付
ス
ル
者
若
ク
ハ
僻
境
遐
陬
ニ
シ
テ
楮
幣
ノ
流
通
阻
格
ス
ル
地
方
二
交
付
ス
ル
者
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
総
テ
楮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
幣
ヲ
以
テ
支
弁
ス
可
シ
」

と
主
張
し
て
太
政
官
の
裁
可
を
得
て
い
る
。
こ
の
意
見
は
明
治
政
府
の
通
貨
政
策
が
太
政
官
札
の
流
通
性
拡
大
を
指
向
し
な
が
ら
一

方
に
お
い
て
正
貨
支
払
を
混
用
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
、
却
っ
て
太
政
官
札
す
な
わ
ち
政
府
紙
幣
に
対
す
る
信
用
の
基
礎

を
崩
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
紙
幣
の
み
の
通
貨
構
成
制
度
を
形
成
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
明
治
二
年
四
月
八
日
明
治
政
府
は
次
の
よ
う
な
沙
汰
書
を
も
っ
て
、

　
　
「
近
来
金
札
格
外
下
落
人
民
窮
迫
二
立
到
候
儀
ハ
畢
竟
五
官
府
藩
県
共
心
得
違
之
者
拝
借
金
月
給
等
両
替
屋
二
於
テ
正
金
二
引
換

　
遣
払
候
ョ
リ
大
二
下
々
疑
惑
ヲ
生
シ
、
正
金
八
日
々
引
上
ケ
金
札
八
日
々
下
落
シ
正
金
金
札
共
不
融
通
ヲ
醸
シ
候
次
第
ニ
テ
、
遂

　
二
下
々
産
業
ヲ
取
失
ヒ
候
様
可
立
到
、
別
テ
金
札
御
施
行
之
御
趣
意
ニ
モ
相
戻
り
以
之
外
ノ
事
二
候
、
就
テ
八
五
官
府
藩
県
厚
ク

　
御
主
意
ヲ
奉
戴
シ
総
テ
金
札
ヲ
以
テ
遺
払
候
様
可
致
ヽ
以
後
不
心
得
之
所
業
於
有
之
ハ
屹
度
可
被
及
御
沙
汰
候
郭
」

と
ヽ
経
済
的
混
乱
の
原
因
が
政
府
機
関
に
お
い
て
太
政
官
札
に
よ
る
支
払
方
法
を
徹
底
的
に
遂
行
し
て
い
な
い
点
に
あ
る
こ
と
を
説

い
て
い
る
が
、
翌
九
日
に
は
さ
ら
に
一
般
取
引
に
お
い
て
も
金
貨
の
使
用
を
禁
止
し
、
す
べ
て
太
政
官
札
に
よ
っ
て
取
引
決
済
す
べ

き
こ
と
を
布
達
し
、
紙
幣
本
位
制
度
の
実
施
と
公
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
楮
幣
ヲ
発
行
ス
ル
ノ
旨
趣
ハ
財
用
ノ
流
通
ヲ
利
便
ス
ル
ニ
在
リ
、
故
二
往
日
民
間
ノ
時
価
ヲ
以
テ
相
ヒ
授
受
ス
可
キ
ヲ
布
令

　
シ
、
爾
来
尚
ホ
此
ノ
旨
趣
ヲ
誤
会
ス
ル
皆
無
キ
ヲ
欲
シ
更
二
戒
分
ヲ
発
下
ス
ル
斯
二
数
次
ナ
リ
、
然
ル
ニ
此
ノ
旨
趣
尚
ホ
未
タ
下

　
民
二
貫
徹
セ
ス
、
凡
百
ノ
品
物
ヲ
売
買
ス
ル
ニ
往
往
楮
幣
ノ
授
受
ヲ
拒
格
ス
ル
有
リ
ト
、
是
レ
畢
竟
実
貨
ヲ
貴
重
ス
ル
ョ
リ
シ

　
テ
、
随
テ
小
商
ノ
営
業
ヲ
妨
碍
シ
生
理
窘
蹙
ス
ル
ヲ
聞
ク
、
洵
二
憐
憫
ス
可
キ
ナ
リ
、
若
シ
此
ノ
弊
患
ヲ
シ
テ
三
府
ヲ
首
メ
全
国
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各
地
二
延
蔓
セ
シ
メ
ハ
則
チ
必
ス
益
ス
財
用
ノ
流
通
ヲ
壅
塞
ス
可
シ
、
今
後
ハ
品
物
ヲ
定
購
シ
若
ク
ハ
売
買
ス
ル
ニ
必
ス
楮
幣
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
哨

　
時
価
ヲ
以
テ
之
ヲ
授
受
ス
可
ク
、
金
貨
ヲ
以
テ
ス
ル
ヲ
禁
止
ス
」

　
こ
の
よ
う
な
布
告
に
よ
っ
て
社
会
的
信
認
を
確
保
す
る
に
至
ら
な
い
太
政
官
札
の
流
通
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
、
明
治
政
府
の
専

断
的
通
貨
政
策
が
通
貨
価
値
安
定
の
効
果
を
達
成
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
太
政
官
札
の
価
値
を
回

復
す
る
た
め
に
は
、
正
賃
と
紙
幣
を
本
質
的
に
連
繁
す
る
通
貨
政
策
を
実
施
す
る
以
外
に
方
途
は
見
出
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
明
治
二
年
四
月
二
十
九
日
明
治
政
府
は
従
来
の
通
貨
政
策
に
根
本
的
変
革
を
行
い
、
新
貨
幣
鋳
造
の
上
太
政
官
札
を
正
貨

兌
換
券
と
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
正
貨
と
太
政
官
札
の
平
価
流
通
を
強
制
す
べ
き
旨
を
布
告
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
五
月
二
十
八
日
に
は
、
政
府
紙
幣
の
発
行
量
を
三
、
二
五
〇
万
両
に
限
定
し
、
新
貨
幣
鋳
造
の
上
明
治
五
年
を
期
し
て
政
府
紙
幣

を
正
貨
と
兌
換
す
べ
き
こ
と
公
約
し
、
そ
の
条
件
に
も
と
づ
い
て
正
貨
と
紙
幣
と
の
間
に
較
差
を
設
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
を
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

ね
て
布
告
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
直
後
の
明
治
二
年
六
月
に
行
っ
た
東
京
横
浜
周
辺
地
域
の
太
政
官
札
流
通
状
況
探
索
の
組
果
を
見
る
と
、

紙
幣
は
依
然
と
し
て
正
貨
に
対
し
て
二
割
乃
至
三
割
の
減
価
を
示
し
て
お
り
、
ま
た
紙
幣
と
正
貨
の
混
合
支
払
の
方
法
に
よ
っ
て
日

常
取
引
の
一
部
が
決
済
さ
れ
る
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
い
。

　
明
治
二
年
六
月
付
監
督
司
の
古
谷
管
一
名
義
の
、
大
隈
重
信
ら
宛
伺
書
が
「
大
隈
文
書
」
の
中
に
見
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
は
、

商
社
設
立
後
は
通
商
司
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
問
題
で
あ
る
が
　
そ
の
時
期
に
至
る
ま
で
と
り
あ
え
ず
糸
問
屋
仲
間
四
・
五
人
づ
つ

組
合
を
組
成
さ
せ
、
生
糸
仕
入
前
提
資
金
と
し
て
紙
幣
五
万
両
を
貸
渡
し
、
商
品
を
横
浜
商
人
へ
売
払
の
上
、
三
十
日
以
内
に
政
府

の
必
要
と
す
る
洋
銀
を
も
っ
て
返
納
せ
し
め
る
太
政
官
札
流
通
方
策
が
建
議
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
見
に
よ
っ
て
も
、
政
府
は
太
政
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官
札
に
よ
る
融
資
の
方
法
を
利
用
し
て
洋
銀
を
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
金
融
政
策
に
関
す

る
蚕
糸
掛
世
話
役
頭
、
半
蔵
・
善
次
郎
名
儀
の
上
申
書
は
、
政
府
紙
幣
す
な
わ
ち
太
政
官
札
の
流
通
が
渋
滞
す
る
状
態
を
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
今
般
金
札
を
以
正
金
同
様
通
用
可
致
段
厳
重
之
御
沙
汰
被
仰
出
、
諸
国
共
同
様
御
触
出
し
相
成
候
趣
二
承
知
罷
在
候
得
共
、
未

　
国
々
在
々
ニ
至
り
候
而
ハ
兎
角
金
札
二
人
気
折
合
不
申
様
粗
及
承
り
申
候
、
尤
其
土
地
々
々
家
込
町
続
之
場
所
は
御
達
し
向
も
行

　
届
人
気
も
相
纏
り
可
申
候
得
共
、
養
蚕
製
作
方
致
候
在
々
辺
土
之
地
は
自
然
厳
重
之
御
趣
意
も
染
ミ
渡
り
兼
候
間
、
蚕
種
紙
生
糸

　
共
金
札
二
而
買
入
方
差
支
、
糸
問
屋
共
は
不
及
申
諸
国
荷
主
共
二
至
る
迄
必
至
と
難
渋
仕
候
、
前
条
申
上
候
次
第
二
付
外
々
之
者

　
共
正
金
持
参
致
蚕
糸
買
方
致
し
候
ハ
ハ
正
金
二
人
気
相
泥
ミ
候
二
付
、
金
札
を
以
買
入
方
二
出
張
い
た
し
候
も
の
徒
二
手
を
束
ね

　
買
方
行
届
中
間
敷
と
一
同
深
ク
心
痛
仕
候
、
何
卒
格
別
之
御
仁
恵
を
以
国
々
在
々
至
る
迄
金
札
二
而
無
差
支
仕
入
方
出
来
候
様
、

　
乍
恐
御
下
知
被
成
下
置
候
様
奉
頭
候
」

　
　
「
且
表
立
申
上
兼
候
得
共
、
今
般
金
札
通
用
厳
重
之
御
沙
汰
被
仰
出
候
而
も
、
前
条
中
上
候
在
方
之
人
気
正
金
二
相
泥
ミ
候
二

　
付
、
正
金
持
参
二
而
買
入
有
之
候
ハ
ハ
金
札
持
参
之
買
入
ニ
は
自
然
取
合
不
申
様
相
成
可
申
奉
存
候
間
、
無
余
儀
正
金
直
段
之
処

　
工
何
程
歟
増
方
不
致
候
半
而
ハ
買
方
出
来
不
申
、
乃
至
正
金
二
面
金
壱
両
二
付
生
糸
目
方
三
拾
目
之
品
、
金
札
二
面
弐
拾
目
買
入

　
候
心
得
ヽ
一
無
之
候
半
而
半
、
買
入
多
之
蚕
糸
之
儀
二
付
迚
も
買
入
方
行
届
不
申
候
、
右
様
之
儀
二
付
出
精
売
込
候
而
も
損
金
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

　
斗
、
左
有
候
而
は
大
金
高
之
儀
二
仕
損
銀
之
弁
方
糸
問
屋
共
之
力
ニ
及
不
申
、
此
辺
之
場
合
御
汲
慮
被
成
下
置
候
様
奉
頭
上
候
Ｌ

　
こ
の
上
申
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
太
政
官
札
に
対
す
る
社
会
的
信
認
は
商
業
都
市
に
お
い
て
は
兎
も
角
、
生
産
地
帯
に

お
い
て
は
依
然
と
し
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
正
貨
と
金
札
の
平
価
流
通
が
布
告
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
、
主
要
輸
出
商
品
で
あ
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る
生
糸
の
集
荷
手
段
と
し
て
太
政
官
札
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
正
貨
に
よ
る
仕
入
に
比
較
し
て
商
品
仕
入
契
約
の
成
立
が
困

難
で
あ
り
、
太
政
官
札
に
よ
る
決
済
契
約
が
成
立
す
る
と
し
て
も
三
割
余
の
高
価
買
入
を
条
件
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
記
述
は
、
不
換
紙
幣
で
あ
る
太
政
官
札
と
正
貨
を
平
価
に
流
通
せ
し
め
る
こ
と
を
強
制
し
よ
う
と
す
る
布
告
が
、
商
品

流
通
機
構
に
お
け
る
経
済
原
則
を
圧
倒
す
る
ほ
ど
の
強
制
的
効
果
を
も
つ
に
至
ら
な
い
真
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
金
紙
平
価
通
用
の
布
告
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
公
使
の
答
書
に
、

　
　
「
貴
国
政
府
楮
幣
ヲ
発
行
セ
ハ
恰
当
ノ
価
格
ヲ
量
較
ス
可
キ
ニ
、
却
テ
時
価
ヲ
停
廃
シ
強
テ
国
民
ヲ
シ
テ
真
貨
ト
同
一
ニ
行
使
セ

　
シ
メ
、
終
二
其
ノ
影
響
ヲ
外
国
人
二
波
及
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
、
蓋
シ
楮
幣
ヲ
シ
テ
真
貨
ト
同
一
ニ
通
用
セ
シ
ム
ル
ハ
政
府
ノ
布
令

　
若
ク
ハ
威
権
ヲ
以
テ
強
迫
シ
得
可
キ
ニ
非
ス
、
唯
タ
国
内
人
民
厚
ク
政
府
ヲ
信
シ
而
ル
後
二
始
テ
能
ク
普
行
ス
ル
ヲ
得
ソ
ノ
ミ
、

　
然
ル
ニ
今
ヤ
是
レ
ニ
反
ス
ル
ョ
リ
シ
テ
彼
我
交
際
ノ
妨
碍
ヲ
来
タ
シ
竟
二
条
約
ノ
大
旨
ヲ
失
ハ
シ
ム
、
貴
国
政
府
既
二
貿
易
上
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

　
巨
害
を
起
生
ス
ル
ヲ
知
悉
シ
而
モ
尚
ホ
楮
幣
ト
真
貨
ト
同
一
ニ
通
用
ス
可
キ
ヲ
発
令
セ
ル
ハ
尤
モ
痛
歎
ス
可
キ
ナ
リ
、
Ｌ

と
あ
る
よ
う
に
、
政
府
紙
幣
の
価
値
は
そ
の
紙
幣
に
対
す
る
社
会
的
信
認
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
片
の
布
告
を

も
っ
て
そ
の
紙
幣
を
正
貨
と
平
価
に
流
通
せ
し
め
よ
う
と
強
制
す
る
こ
と
は
通
貨
原
理
に
し
た
が
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
明
治
二
年
五
月
二
十
八
日
の
金
札
時
価
通
用
停
止
を
命
ず
る
布
告
を
発
表
す
る
に
あ
た
っ
て
、
金
紙
の
平
価
流
通
を
実

現
せ
し
め
る
た
め
に
紙
幣
に
対
す
る
社
会
的
信
認
を
確
保
す
る
条
件
と
し
て
、
政
府
紙
幣
発
行
量
の
限
定
、
正
貨
兌
換
制
度
の
確
立

を
設
定
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
な
太
政
官
札
の
流
通
渋
滞
状
況
に
対
し
て
、
そ
れ
の
価
値
回
復
・
流
通
性
拡
大
を
は
か
る
た
め
に
明
治
政
府
は

紙
幣
時
価
通
用
策
あ
る
い
は
金
紙
平
価
流
通
強
制
策
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
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国
内
商
業
取
引
に
お
い
て
は
正
貨
を
流
通
手
段
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
太
政
官
札
専
用
と
す
る
こ
と
が
政
府
に
よ
っ
て

考
慮
が
払
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
紙
幣
価
値
維
持
政
策
が
提
案
さ
れ
た
か
を
当
時
の
建
白
書
そ
の
他
に
つ
い
て
さ
ら

に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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布
告
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二
年
四
月
八
日
お
よ
び
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
同
月
十
五
日
会
計
官
は
、
太
政
官
札
価
他
の
安
定
お

よ
び
そ
の
流
通
性
の
拡
大
を
実
現
す
る
基
本
条
件
と
し
て
貨
幣
価
値
に
関
す
る
根
本
的
原
理
を
金
属
主
義
に
も
と
め
て
、
大
政
官
札

を
正
貨
兌
換
券
と
す
る
方
法
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

　
　
「
楮
幣
ハ
人
民
ヲ
シ
テ
之
ヲ
信
貴
セ
シ
ム
ル
ヲ
要
ト
為
ス
、
因
テ
新
貨
鋳
成
シ
テ
之
ヲ
発
行
ス
ル
ニ
至
ル
マ
テ
我
カ
官
中
二
見
存

　
ス
ル
金
銀
塊
ヲ
以
テ
旧
金
銀
貨
二
型
鋳
シ
、
而
シ
テ
三
都
府
下
二
於
テ
毎
日
数
百
両
ヲ
楮
幣
二
兌
換
セ
ハ
自
カ
ラ
能
ク
人
民
ノ
信

　
用
ヲ
来
タ
サ
ソ
、
而
ル
他
二
楮
幣
一
百
両
ハ
金
銀
貨
一
百
両
ト
同
一
価
格
ヲ
以
テ
通
用
ス
可
キ
ヲ
布
令
セ
ソ
、
此
ノ
如
ク
ス
ル
モ

　
尚
ホ
官
規
二
遊
行
セ
サ
ル
者
有
ラ
ハ
更
二
提
警
ノ
方
法
ヲ
厳
施
ス
可
シ
、
今
ヤ
既
二
金
銀
座
ヲ
廃
閉
ス
ル
モ
、
目
下
別
二
情
勢
ノ

　
已
ム
ヲ
得
サ
ル
者
有
ル
ニ
由
り
姑
ク
外
国
人
二
名
ヲ
雇
用
シ
テ
以
テ
其
ノ
鋳
造
二
眼
同
セ
シ
メ
ソ
、
是
レ
信
ヲ
外
国
人
二
取
ル
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
田

　
欲
ス
レ
ハ
ナ
リ
。
Ｌ

　
こ
の
会
計
官
の
意
見
は
紙
幣
に
対
す
る
社
会
的
信
認
の
根
拠
は
正
貨
兌
換
に
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
徳
川
幕
府
時
代
の
旧

貨
幣
形
式
に
し
た
が
っ
た
貨
幣
を
鋳
造
し
て
、
そ
れ
を
太
政
官
札
の
兌
換
準
備
金
と
し
、
太
政
官
札
価
値
を
金
属
素
材
価
値
に
結
合

す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
月
二
十
九
日
明
治
政
府
が
新
貨
幣
を
鋳
造
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
兌
換
制
度

を
確
立
す
る
計
画
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
発
表
し
て
、
政
府
紙
幣
を
正
貨
と
平
価
に
流
通
せ
し
め
る
旨
を
布
達
す
る
に
至
ら
し
め
た

動
機
と
な
る
主
張
で
あ
ろ
う
。
新
貨
幣
鋳
造
の
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
の
に
関
連
し
て
、
同
月
会
計
官
は
旧
貨
幣
の
処
理
方
法
、
太
政

官
札
の
価
値
回
復
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
方
策
を
立
案
し
た
。

　
　
「
其
一
、
新
貨
幣
ノ
鋳
造
ヲ
発
令
ス
ル
ニ
由
り
各
種
ノ
旧
貨
幣
ハ
本
年
十
月
朔
ョ
リ
通
用
ヲ
禁
止
シ
、
旧
貨
幣
ヲ
貯
蔵
ス
ル
者
ハ
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速
二
之
ヲ
兌
換
セ
シ
メ
、
随
テ
出
納
司
官
員
ヲ
府
藩
県
二
派
差
シ
兌
換
ノ
事
務
ヲ
料
理
シ
テ
阻
滞
ス
ル
有
ル
勿
カ
ラ
シ
メ
ソ
、

　
其
二
、
外
国
貿
易
上
二
妨
礙
無
カ
ラ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
各
開
港
場
、
開
市
場
二
出
納
司
官
員
ヲ
派
差
シ
テ
之
ヲ
料
理
セ
シ
メ
ソ
、

　
其
三
、
楮
幣
ハ
自
今
以
後
年
年
五
分
ノ
利
子
ヲ
交
付
セ
ソ
、

　
其
四
、
府
藩
県
貸
付
ノ
楮
幣
モ
亦
タ
其
利
子
ノ
数
額
ヲ
算
定
セ
ソ
、

　
其
五
、
楮
幣
ノ
時
価
ヲ
評
立
ス
ル
ヲ
禁
止
セ
ル
ニ
由
リ
、
監
察
吏
員
ヲ
府
藩
県
二
派
差
シ
テ
之
ヲ
幹
理
セ
シ
メ
ソ
、

　
其
六
、
物
価
騰
貴
シ
テ
下
民
困
難
ス
、
因
テ
凡
百
貨
物
ハ
目
今
ノ
時
価
ョ
リ
二
割
ヲ
滅
下
ス
ル
者
ヲ
以
テ
高
価
ノ
極
度
ト
為
シ
、

　
　
限
価
ノ
以
内
ヲ
将
テ
売
買
セ
シ
メ
ン
、

　
其
七
、
外
国
人
ト
貿
易
ス
ル
ニ
楮
幣
ヲ
以
テ
授
受
ス
ル
ハ
妨
礙
ス
ル
所
有
リ
、
是
二
由
り
各
開
港
場
、
開
市
場
二
出
納
司
官
員
ヲ

　
　
派
差
シ
テ
金
貨
及
ヒ
洋
銀
ヲ
収
貯
シ
以
テ
楮
幣
ト
兌
換
シ
授
受
上
二
妨
擬
ス
ル
無
カ
ラ
シ
ム
可
シ
・
」

　
こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
と
、
会
計
官
は
太
政
官
札
と
正
貨
の
平
価
流
通
を
強
制
し
、
物
価
統
制
を
行
っ
て
紙
幣
基
準
の
物
価
の
二
割

引
下
げ
を
実
施
し
よ
う
と
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
会
計
官
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
方
策
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見

る
と
、
さ
き
に
あ
げ
た
出
納
司
あ
る
い
は
通
商
司
の
業
務
が
正
貨
集
積
に
重
点
を
お
い
て
い
た
こ
と
は
、
貿
易
取
引
に
必
要
な
対
外

支
払
手
段
の
獲
得
を
は
か
る
と
と
も
に
、
太
政
官
札
の
兌
換
準
備
の
た
め
に
旧
貨
幣
吸
収
を
意
図
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
明
治
二
年
四
月
か
ら
太
政
官
札
の
正
貨
兌
換
方
法
を
樹
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
政
官
札
の
価
値
を
正
貨
と
平
価
に
維
持
し
碍

る
と
す
る
金
属
主
義
的
貨
幣
説
が
現
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
　
当
時
政
府
に
提
出
さ
れ
た
貨
幣
に
関
す
る
建
議
書
の
中
に
も
、

そ
の
よ
う
な
金
属
主
義
に
も
と
づ
く
意
見
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
教
道
局
書
記
伊
能
外
記
に
よ
る
「
紙
幣
取
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換
所
設
置
の
議
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
関
東
地
方
に
百
ケ
所
余
の
紙
幣
引
換
所
を
設
置
し
て
正
金
三
百
万
両
を
備

え
、
太
政
官
札
の
兌
換
を
開
始
す
れ
ば
、
金
紙
平
価
通
用
の
体
制
が
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
説
く

と
こ
ろ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
紙
幣
相
場
日
々
高
下
い
た
し
下
民
之
難
渋
無
申
斗
洪
嘆
之
至
二
御
座
候
、
元
来
天
下
之
困
乏
を
御
賑
給
被
為
在
度
思
召
二
面
御

　
制
造
二
相
成
候
金
札
、
却
而
下
々
之
難
儀
二
相
成
候
様
二
百
八
不
都
合
之
次
第
、
依
之
相
考
候
二
紙
幣
通
用
ハ
是
迄
諸
侯
之
国
々

　
に
有
之
、
い
つ
れ
も
他
領
へ
特
出
候
ニ
ハ
正
金
な
ら
て
ハ
難
相
成
、
上
へ
引
替
相
即
候
ヲ
引
替
不
滞
間
ハ
百
匁
之
札
ハ
正
百
匁
二

　
通
用
い
た
し
、
引
替
差
支
候
よ
り
相
場
も
下
り
、
相
場
下
候
故
愈
引
替
も
難
相
成
、
終
ニ
ハ
潰
二
相
成
候
類
間
々
有
之
候
を
見
聞

　
い
た
し
候
、
愚
民
共
今
般
之
金
札
も
同
様
之
儀
と
相
心
得
、
別
而
窮
民
ハ
、
僅
二
弐
三
分
之
金
を
元
手
に
い
た
し
渡
世
致
候
、
其

　
売
物
紙
二
換
り
若
哉
破
損
な
と
い
た
し
候
時
ハ
元
手
二
放
可
申
疑
惑
百
端
二
面
兎
角
二
請
取
不
申
、
況
而
田
舎
之
農
民
な
と
ハ
義

　
理
二
暗
き
者
の
み
ニ
而
、
光
沢
有
之
を
宝
と
貴
ひ
紙
幣
を
賎
め
、
米
粟
ヲ
囲
込
更
二
売
出
不
申
趣
二
承
及
候
、
金
銀
を
至
宝
と
い

　
た
し
候
ハ
其
衣
食
得
る
処
之
物
と
相
代
へ
候
よ
り
之
儀
ニ
而
、
金
銀
飯
二
充
寒
を
防
く
も
の
ニ
は
無
御
座
候
、
然
れ
ハ
紙
二
而
も

　
其
欲
す
る
処
之
物
二
相
換
候
ハ
ハ
同
様
之
儀
二
可
有
之
候
処
、
右
様
相
滞
候
ハ
旧
習
之
蔽
と
頑
愚
と
の
故
二
御
座
候
、
偖
右
申
立

　
候
通
紙
幣
田
舎
は
更
二
通
用
せ
す
東
京
内
の
み
之
通
用
ニ
而
、
大
商
為
替
問
屋
ニ
の
み
相
集
候
故
相
場
も
日
々
不
定
儀
と
奉
存

　
候
、
彼
侯
国
二
而
は
他
国
へ
通
用
不
徴
候
故
無
拠
引
替
も
い
た
し
候
得
共
、
朝
廷
よ
り
被
為
行
候
紙
幣
は
外
国
を
除
き
天
下
海
内

　
は
い
つ
く
も
通
用
可
致
筈
二
候
得
は
、
引
替
二
及
不
申
儀
二
御
座
候
得
共
、
既
二
正
金
と
相
交
通
用
い
た
し
候
得
は
、
誰
も
光
沢

　
あ
る
を
悦
楮
幣
を
厭
候
は
人
情
之
自
然
二
面
止
事
ヲ
不
得
儀
二
御
座
候
、
然
れ
は
朝
廷
之
御
威
信
厳
然
相
立
候
ハ
ハ
壱
両
之
紙
幣

　
は
い
つ
も
壱
両
二
面
通
用
い
た
し
御
賑
恤
之
御
趣
意
も
貫
徹
可
仕
も
、
頑
固
の
愚
民
い
か
に
教
候
共
今
更
其
甲
斐
こ
れ
あ
る
へ
か
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ら
ず
候
間
、
暫
彼
の
欲
す
る
所
二
就
せ
ら
れ
一
時
之
権
二
而
引
替
所
御
開
被
遊
、
紙
幣
普
ね
く
世
上
へ
行
渡
侯
様
相
成
侯
ハ
ハ
公

　
私
之
大
幸
と
奉
存
候
間
其
仕
方
左
二
奉
申
上
候
、
尤
種
々
筆
紙
二
難
尽
儀
も
有
之
万
々
一
御
尋
ね
も
御
座
候
ハ
ハ
御
召
出
被
成
下

　
口
舌
ニ
而
申
述
候
様
仕
度
奉
存
候
」

　
政
府
紙
幣
は
国
内
通
貨
と
し
て
完
全
な
機
能
を
果
す
べ
き
で
あ
る
が
、
金
紙
混
用
の
通
貨
構
成
で
あ
る
た
め
正
貨
と
紙
幣
の
価
他

に
較
差
を
生
じ
て
い
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
紙
幣
を
正
貨
に
結
合
し
、
三
ヶ
月
間
正
価
兌
換
を
行
へ
ば
、
太
政
官
札
四
、
八
〇
〇
万

両
が
正
貨
三
〇
〇
万
両
に
よ
っ
て
社
会
的
信
認
の
基
礎
を
確
保
し
、

　
　
「
朝
廷
之
御
威
信
も
屹
度
相
立
、
下
億
兆
之
厳
儀
を
救
、
富
国
之
術
も
被
行
候
儀
と
存
込
‰
Ｌ

と
紙
幣
取
換
所
の
効
果
に
つ
い
て
確
信
的
な
主
張
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
主
張
は
す
で
に
四
、
八
〇
〇
万
両
の
発
行
額
に
達
し
て
い
る
太
政
官
札
に
対
し
て
六
％
余
に
す
ぎ
な
い
三
〇
〇
万
両
の
正
貨

兌
換
準
備
を
も
っ
て
、
紙
幣
価
値
を
正
貨
と
平
価
に
維
持
す
る
こ
と
が
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
新
貨
幣
鋳
造
に
至
る
ま
で
の
期
間
に
も
旧
貨
幣
に
よ
る
兌
換
を
行
い
、
太
政
官
札
の
価
他
を
安

定
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
金
属
主
義
的
貨
幣
観
念
は
、
さ
き
に
述
べ
た
会
計
官
の
意
見
と
そ
の
立
場
を
同
じ
く
す
る
も
の
で

あ
る
。

　
こ
れ
と
同
様
の
見
地
に
立
っ
て
太
政
官
札
兌
換
方
策
を
提
案
し
て
い
る
の
は
、
横
浜
商
人
関
戸
良
平
、
門
屋
幸
之
助
連
名
の
明
治

二
年
付
「
貨
幣
之
儀
二
付
奉
申
上
候
書
付
Ｌ
で
あ
る
。
こ
の
意
見
書
は
両
都
五
港
に
貨
幣
引
換
所
を
設
立
し
、
新
貨
幣
一
三
〇
万
両

を
準
備
し
て
、
明
治
四
年
あ
る
い
は
五
年
正
月
よ
り
十
三
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
厳
幣
と
新
貨
幣
と
の
兌
換
を
完
了
す
べ
き
こ
と
を

説
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
新
貨
幣
鋳
造
を
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
が
困
厳
で
あ
る
と
す
れ
ば
旧
貨
幣
引
当
の
兌
換
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券
を
も
っ
て
太
政
官
札
の
引
替
準
備
物
件
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
方
策
を
そ
の
仕
法
書
の
中
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
に
よ
る
と

　
　
「
尤
新
貨
□
□
万
差
向
御
鋳
造
相
成
候
儀
急
二
御
処
置
難
被
為
在
候
ハ
ハ
、
新
貨
□
□
万
二
的
し
候
丈
ケ
之
旧
貨
御
引
換
所
工
御

　
積
置
相
成
、
各
国
コ
ン
シ
エ
ル
立
合
之
上
右
旧
貨
工
封
印
致
し
、
外
国
人
相
用
候
洋
銀
手
形
同
様
之
引
換
手
形
御
取
設
け
相
成
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
右
を
以
楮
幣
と
御
引
換
相
成
候
ハ
ハ
可
然
奉
存
候
Ｌ

と
、
応
急
策
と
し
て
旧
貨
幣
引
当
の
兌
換
証
券
を
も
っ
て
太
政
官
札
の
兌
換
準
傭
と
す
べ
き
方
法
の
あ
る
こ
と
が
仕
法
書
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
り
に
こ
の
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
意
見
書
の
主
張
す
る
原
則
は
、
太
政
官
札
価
値

を
安
定
せ
し
め
る
基
礎
を
新
貨
幣
と
兌
換
す
る
以
外
に
も
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
多
量
の

新
貨
幣
を
鋳
造
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
国
内
取
引
の
ハ
割
に
当
る
取
引
高
を
占
め
て
い
る

両
部
五
港
に
貨
幣
引
換
所
を
設
け
、
貿
易
取
引
に
つ
い
て
一
三
〇
万
両
の
新
貨
幣
、
あ
る
い
は
洋
銀
を
も
っ
て
太
政
官
札
の
兌
換
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
内
取
引
に
お
い
て
も
紙
幣
・
正
貨
の
平
価
流
通
を
実
現
す
る
要
因
を
醸
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
旧
貨
幣
を
蓄
積
す
る
た
め
に
は
、

　
　
「
旧
幣
之
儀
ハ
以
来
御
廃
止
相
成
候
二
付
、
当
已
五
月
よ
り
来
午
年
十
二
月
迄
二
尽
く
楮
幣
二
御
引
替
可
相
成
間
早
々
旧
貨
差
出

　
御
引
替
相
願
可
申
、
右
期
限
之
後
ハ
決
而
御
引
替
不
相
成
旨
御
布
告
御
座
候
様
仕
度
絢
Ｌ

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
太
政
官
札
を
も
っ
て
旧
貨
幣
を
強
制
的
に
政
府
へ
引
掲
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
強
権
的
方
策
が
効
果
的
に
作
用
し
得
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
ま
ず
困
厳
で
あ
ろ
う
。
ま
た
貿
易
取
引
決
済
に
関
し
て
、

　
　
「
外
国
人
エ
御
国
産
売
込
右
代
金
洋
銀
二
面
前
取
儒
者
ハ
、
吉
之
洋
銀
御
引
換
所
工
為
差
出
楮
幣
御
渡
相
成
、
又
外
両
人
よ
り
品
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物
買
取
候
者
ハ
御
引
換
所
エ
楮
幣
為
追
出
新
貨
幣
或
ハ
洋
銀
之
内
御
渡
相
成
候
様
仕
度
候
」

と
洋
銀
の
蓄
積
方
法
を
述
べ
て
、
毎
年
四
月
下
旬
よ
り
八
月
中
旬
ま
で
は
茶
・
生
糸
・
蚕
卵
紙
等
が
輸
出
超
過
の
状
態
に
あ
る
た

め
、
早
急
に
引
換
所
を
設
立
し
、
五
月
上
旬
よ
り
右
の
方
法
に
よ
る
引
換
業
務
を
実
施
す
れ
ば
数
万
の
洋
銀
を
明
治
二
年
中
に
集
積

す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
新
貨
幣
鋳
造
の
条
件
を
整
備
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
説
い
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
明
治
二
年
よ

り
明
治
十
五
年
ま
で
明
治
九
年
を
除
い
て
わ
が
国
の
貿
易
収
支
は
年
々
輸
入
超
過
を
継
続
し
、
正
貨
流
出
を
防
止
し
得
な
い
状
態
を

現
わ
す
以
前
の
時
点
に
お
け
る
意
見
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
経
済
的
現
実
に
適
合
し
な
い
見
解
と
な
る
べ
き
運
命
を
も
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
茶
・
生
糸
等
の
輸
出
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
洋
銀
を
で
き
る
限
り
政
府
に
吸
収
し
、
そ
れ
を
対
外
支
払

手
段
に
充
当
す
る
準
備
金
蓄
積
方
策
を
政
府
が
と
っ
て
い
た
こ
と
は
、
出
納
司
・
通
商
司
等
の
勘
定
帳
あ
る
い
は
横
浜
為
替
会
社
の

洋
銀
券
発
行
業
務
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
明
治
八
年
以
後
の
勧
業
寮
に
よ
る
直
輸
出
政
策
の
貿
易
金
融
方
式
も

同
様
の
方
法
に
よ
っ
て
洋
銀
蓄
積
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
明
治
十
三
年
十
月
以
降
の
横
浜
正
金
銀
行
に
対
す
る
政
府
の

外
国
荷
為
替
資
金
預
入
金
の
運
用
方
式
も
そ
の
形
態
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
脳
Ｏ
こ
の
よ
う
に
し
て
ヽ
明
治
二
年
に
生
起
し
た
金

属
主
義
的
貨
幣
観
念
に
も
と
づ
く
太
政
官
札
の
兌
換
方
案
は
、
退
蔵
旧
貨
幣
収
集
と
貿
易
金
融
に
よ
る
洋
銀
蓄
積
を
目
指
す
政
策
と

し
て
実
施
さ
れ
、
厳
幣
価
値
を
正
貨
に
接
近
せ
し
め
る
こ
と
に
効
果
を
あ
ら
は
し
た
の
で
あ
る
。
横
浜
為
替
会
社
（
後
に
横
浜
第
二

国
立
銀
行
）
の
「
日
締
帳
」
に
よ
る
相
場
書
を
見
て
も
、
「
新
貨
条
例
Ｌ
制
定
直
後
の
厳
幣
相
場
は
次
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。

　
　
「
串
（
明
治
五
年
）
二
月
廿
四
日

　
　
一
、
洋
銀
、
六
十
二
匁
三
分
六
厘

　
　
一
、
新
貨
幣
、
百
円
二
付
、
金
貨
二
分
判
同
断
、
銀
貨
百
一
両
位
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一
、
金
札
、
二
分
判
同
断

　
申
三
月
五
日

　
一
、
洋
銀
、
六
十
一
匁
八
分
三
厘

　
一
、
新
貨
幣
、
百
円
二
付
二
分
判
ニ
テ
、
金
貨
二
分
判
同
断
、
銀
貨
百
一
両
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
一
、
金
札
、
二
分
判
同
断
Ｌ

　
右
の
よ
う
に
金
札
が
金
貨
と
平
価
の
相
場
を
維
持
す
る
状
態
が
し
ば
ら
く
継
続
す
る
の
で
あ
る
が
、
四
月
五
日
に
は
、

　
　
「
申
四
月
五
目

　
　
一
、
洋
銀
、
六
十
目
三
分
五
厘

　
　
一
、
金
銀
新
貨
金
札
円
札
同
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

　
一
、
正
二
分
判
金
銀
貨
百
円
二
付
九
十
八
両
Ｌ

と
、
旧
貨
幣
に
対
し
て
新
貨
幣
金
札
の
相
場
は
下
落
を
示
し
は
じ
め
、
酉
（
明
治
六
年
）
七
月
十
日
に
は
、

　
「
一
、
洋
銀
六
十
匁
九
分
四
厘

　
一
、
正
二
分
判
当
今
品
無
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

　
一
、
銀
貨
幣
同
品
無
数
」

と
い
う
相
場
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
洋
銀
以
外
の
正
貨
の
流
通
は
見
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
後
は

洋
銀
相
場
の
み
が
現
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
七
月
十
一
目
以
後
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
の
相
場
書
に
は
常
に
六
十
一
匁
以
上
の
洋
銀

相
場
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
状
態
も
長
〈
持
続
す
る
こ
と
は
明
治
初
期
の
経
済
発
展
段
階
に
お
い
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て
は
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た
。
廃
藩
置
県
・
教
育
制
度
整
備
等
の
政
治
的
社
会
的
改
革
、
経
済
発
展
に
対
す
る
社
会
的
間
接
費
用
の

増
大
、
あ
る
い
は
経
済
制
度
改
革
の
基
礎
的
条
件
と
し
て
の
近
代
的
産
業
設
備
お
よ
び
技
術
導
入
に
関
す
る
対
外
支
払
の
増
大
に
よ

っ
て
、
政
府
紙
幣
の
増
発
・
正
貨
の
流
出
は
避
け
難
い
も
の
と
な
っ
て
、
遂
に
兌
換
券
発
行
方
策
の
実
行
は
不
可
能
な
状
態
と
な

り
、
明
治
七
・
八
年
の
頃
よ
り
再
び
金
紙
の
間
差
を
拡
大
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
漸
次
進
行
し
て
明
治
十
年
西
南

戦
争
以
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
状
態
を
現
出
す
る
ま
で
深
化
し
た
の
で
あ
る
。
政
府
紙
幣
の
兌
換
性
回
復
の
目
的
は
、
明
治
十
四

年
以
後
の
き
び
し
い
財
政
緊
縮
・
紙
幣
整
理
政
策
に
よ
っ
て
深
刻
な
経
済
不
況
の
犠
牲
を
忍
ん
だ
組
果
、
漸
く
明
治
十
九
年
一
月
一

日
に
至
っ
て
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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